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休校期間の延長について(お知らせ) 

 

 新型コロナウイルス感染症の拡大による休校措置で多大なご不便をおかけしていますが、大阪府が全府立学校

の休校期間を 5 月 10 日まで延長することを決定いたしました。本校でも、新型コロナウイルス感染症拡大への

対応として休校期間を延長し、今後の日程を次の通りといたしましたので、お知らせいたします。 

 なお、これまで moodle により課題を配信してまいりましたが、感染症の拡大は予断を許さない状況が続いて

います。現時点での教育活動の予定と方向性を合わせてお知らせいたします。 

 

記 

 

休校期間  ５月 10 日（日）まで 

 

  ◯ 始業式は、休校が解除された登校初日に実施します。（詳細は後日にお知らせします。） 

 ◯ 入学式は、休校が解除された登校 2 日目に実施します。（詳細は後日にお知らせします。） 

 

【現時点での教育活動の予定と方向性】 

大阪府教育庁私学課からの要請・通達にもとづき、次の 3 つの展開を準備しています。 

Ａ 5 月 11 日以降、通常授業または 40 分短縮 6 限または 7 限授業を実施 

Ｂ 5 月 11 日以降、学年ごとに登校日を設け（分散登校）、一定の分散登校期間後、40 分短縮 6 限または 7 限 

 授業に移行 

Ｃ 5 月 11 日以降も休校措置を延長。その場合は、「オンライン授業および学習支援」を実施（詳細は後日に 

 お知らせします。） 

 

※ 教育活動の方向性は、大阪府教育庁私学課からの要請・通達にもとづくとともに通学圏の状況を考慮して判 

 断し、休校を延長する場合には、生徒の皆さんの学力を保障し、かつ健全な生活習慣を維持する体制をとりま 

 す。 

 

 ご不明な点がございましたら、学校までお問い合わせください。（代表 06-6262-0621） 

 

 

以上 


